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享
保
三
・
四
唐
船
打
梯
其
外
事

今
回
紹
介
す
る
史
料
は
、
山
口
県
文
書
館
架
蔵
の
毛
利
家
文
庫
二
八
防
冠
叩

に
収
め
ら
れ
て
い
る
唐
船
漂
流
に
関
す
る
記
録
「
享
保
三
・
四
唐
船
打
梯
其
外

事
」
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
内
題
は
「
享
保
三
一
戊
同
四
年
唐
船
打
梯
其
外
事
」

と
な
っ
て
い
る
。

形
態
は
、
法
量
縦
お
・

2
m
横
口
畑
、
凶
丁
、
袋
綴
装
、
紙
撚
四
穴
、
料
紙

は
和
紙
で
あ
る
。

唐
船
の
漂
流
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
初
期
の
寛
永
期
か
ら
み
ら
れ
、
打
払
い

の
対
象
に
さ
れ
て
い
た
。
享
保
期
に
な
る
と
、
萩
藩
や
支
藩
の
長
府
藩
の
領
海

を
含
む
響
灘
地
域
に
も
頻
繁
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
保
元
年
の
一
月
に

は
幕
府
の
目
付
渡
遁
外
記
永
倫
が
、
長
崎
及
び
長
門
・
豊
前
・
筑
前
三
国
の
海

防
の
た
め
下
っ
て
い
る
(
渡
辺
永
倫
は
事
保
十
二
年
正
月
長
崎
奉
行
と
な
る
)
。

内
容
は
、
享
保
一
二
(
一
七
一
八
)
年
、
享
保
四
(
一
七
一
九
)
年
に
響
灘
地

域
に
出
没
し
た
唐
船
の
動
向
を
、
萩
藩
か
ら
幕
府
な
ど
の
関
係
諸
機
関
に
報
告

し
た
記
録
や
そ
れ
に
付
随
し
た
覚
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
前
年
、
享
保
二
年
か
ら

御
三
領
(
萩
長
門
・
豊
前
小
倉
・
筑
前
福
岡
藩
)
四
ヶ
所
(
同
上
の
三
藩
領
と

萩
支
藩
長
府
藩
と
)
が
唐
船
に
対
し
て
連
携
し
て
打
払
い
を
し
て
い
る
(
以
降

五
年
)
。
本
史
料
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

打
払
い
に
関
し
て
は
、
享
保
三
年
二
月
十
五
日
六
連
嶋
(
長
門
・
現
下
関
市
)
、

中

キす

美

睦

二
月
十
六
日
大
津
郡
向
津
具
(
長
門
・
現
長
門
市
)
、
四
月
十
六
日
藍
嶋
(
豊

前
・
現
北
九
州
市
)
、
享
保
四
年
五
月
廿
一
日
角
嶋
(
長
門
・
現
下
関
市
)
、
六

月
四
日
蓋
井
嶋
(
長
門
・
現
下
関
市
)
、
七
月
七
日
相
嶋
(
長
門
・
現
萩
市
)
、

十
月
十
五
日
・
十
一
月
十
五
日
・
十
一
月
廿
二
日
蓋
井
嶋
に
初
見
し
た
唐
船
の

こ
と
を
記
し
て
い
る
。

伝
達
形
式
と
し
て
は
三
領
四
ヶ
所
の
役
人
が
物
頭
へ
、
赤
間
関
の
益
田
織
部

就
高
(
享
保
三
年
二
月
廿
四
日
付
長
崎
奉
行
へ
の
役
替
報
告
で
堅
田
安
房
広
慶
)

か
ら
萩
藩
府
の
当
職
(
桂
三
郎
左
衛
門
広
保
・
浦
図
書
元
敏
)
に
(
唐
船
の
出

没
の
場
所
に
よ
っ
て
は
萩
藩
府
か
ら
赤
間
関
へ
)
、
在
江
戸
の
荻
五
代
藩
主
吉

元
へ
は
当
役
山
内
縫
殿
広
通
・
毛
利
筑
後
広
政
宛
で
、
さ
ら
に
長
崎
へ
も
報
告

し
て
い
る
。
渡
選
外
記
が
響
灘
赴
任
中
は
物
頭
か
ら
の
報
告
段
階
で
、
渡
濯
外

記
に
も
伝
達
さ
れ
て
い
る
。

な
お
関
係
諸
機
関
(
江
戸
・
長
崎
)
へ
の
報
告
に
関
し
て
は
、
渡
謹
外
記
が

各
藩
か
ら
の
報
告
の
内
容
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
渡
遁
外
記
永

倫
は
響
灘
の
見
分
に
来
訪
の
折
は
小
倉
を
拠
点
に
し
て
い
た
の
で
、
小
倉
藩
主

の
小
笠
原
遠
江
守
忠
雄
と
相
談
し
、
外
記
用
人
が
萩
藩
用
人
松
田
甚
五
郎
・
筑

前
(
福
岡
)
藩
用
人
来
嶋
治
兵
衛
・
萩
藩
支
藩
長
府
藩
用
人
粟
野
八
郎
兵
衛
・

半
野
半
右
衛
門
を
集
め
、
案
書
の
段
階
で
開
示
し
、
三
領
四
ヶ
所
で
内
容
を
合
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わ
せ
る
よ
う
取
り
計
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
を
松
田
甚
五
郎
が
改
め
て
萩
支

藩
の
長
府
家
老
桂
縫
殿
元
昭
へ
知
ら
せ
て
い
る
(
享
保
三
年
二
月
十
六
日
)
。

よ
っ
て
渡
謹
外
記
が
長
崎
へ
戻
っ
た
(
享
保
三
年
三
月
四
日
)
後
、
各
藩
独
自

で
の
作
成
を
試
み
た
が
、
再
度
の
外
記
の
来
訪
(
四
月
一
日
長
崎
発
)
に
よ
る

見
分
(
四
月
十
六
日
)
と
指
示
で
、
三
領
四
ヶ
所
で
の
す
り
合
わ
せ
が
そ
れ
以

降
も
行
わ
れ
た
。

情
報
を
収
集
し
た
萩
藩
府
か
ら
の
打
払
い
の
届
は
、
事
保
三
年
(
二
月
十
七

日
・
廿
日
・
廿
一
日
・
三
月
廿
八
日
・
廿
九
日
・
四
月
二
日
・
由
日
)
、
享
保

四
年
(
五
月
廿
三
日
・
六
月
七
日
・
七
月
九
日
・
十
一
月
十
七
日
・
十
一
月
廿

五
日
)
付
で
報
告
し
て
い
る
。
享
保
三
年
は
控
三
郎
左
衛
門
広
保
・
浦
図
書
元

敏
・
毛
利
大
蔵
就
久
・
宍
戸
主
計
就
延
の
連
名
で
渡
遁
外
記
永
倫
な
ら
び
に
長

崎
奉
行
日
下
部
丹
波
守
博
貞
、
お
よ
び
大
坂
町
奉
行
北
燦
安
房
守
氏
英
・
鈴
木

飛
騨
守
利
雄
へ
報
告
し
て
い
る
。
享
保
四
年
の
も
の
は
、
桂
能
登
広
保
(
こ
の

時
期
に
改
名
)
・
毛
利
伊
豆
広
包
、
宍
戸
主
計
就
延
の
連
名
で
長
崎
奉
行
石
河

土
佐
守
政
郷
と
在
長
崎
の
目
付
代
寛
新
太
郎
正
予
(
十
一
月
十
七
日
以
降
は
妻

木
平
四
郎
頼
隆
)
の
両
名
と
大
坂
町
奉
行
(
享
保
三
年
と
同
じ
)
へ
報
告
し
て

い
る
。
勿
論
江
戸
藩
邸
か
ら
も
当
役
名
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

「
其
外
事
」
と
は
享
保
三
年
三
月
廿
日
に
長
府
藩
主
毛
利
右
京
元
矩
の
死
去

(
年
十
五
で
の
死
去
ゆ
え
旧
領
は
一
旦
萩
本
藩
に
返
還
、
四
月
十
五
日
に
清
末

支
藩
の
匡
広
に
分
与
)
に
際
し
て
長
府
へ
防
備
の
人
数
を
差
し
帰
し
、
そ
の
不

足
分
を
萩
本
藩
か
ら
補
充
(
堅
田
安
房
は
三
月
六
日
に
帰
萩
し
た
ば
か
り
な
の

に
こ
の
一
件
で
再
び
赤
間
関
へ
出
関
)
し
た
こ
と
を
記
し
た
り
、
八
幡
方
の
唐

船
へ
の
内
通
者
の
疑
い
か
ら
秘
密
裏
に
打
払
い
を
実
行
し
た
こ
と
(
事
保
三
年

四
月
)
を
記
し
た
り
、
享
保
四
年
八
月
廿
三
日
に
長
崎
奉
行
石
河
土
佐
守
政
郷

が
三
領
の
長
崎
聞
役
な
ら
び
に
松
平
丹
後
守
重
栄
、
聞
役
松
浦
肥
前
守
篤
信
を
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招
轄
し
て
唐
船
打
払
い
の
徹
底
要
請
し
た
こ
と
や
、
渡
濯
外
記
永
倫
が
赤
間
関

へ
来
る
折
は
、
萩
藩
主
吉
元
の
使
者
が
、
「
音
物
」
の
「
塩
属
」
二
竹
貸
巻
白

木
折
に
仕
立
、
目
付
に
は
「
塩
鴨
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
納
さ
せ
て
い
る
こ
と
等

も
記
さ
れ
て
い
る
。
三
領
四
ヶ
所
の
物
頭
等
の
役
人
同
士
は
、
響
灘
の
唐
船
に

関
し
て
よ
く
連
携
を
図
っ
て
い
る
。

な
お
打
払
い
の
対
象
に
朝
鮮
船
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
日
本
と
朝
鮮
は
外
交

関
係
を
結
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
朝
鮮
船
が
漂
流
し
て
漂
着
し
た
ら
、
そ
の

地
の
藩
が
長
崎
奉
行
所
へ
届
け
出
、
指
示
を
得
て
か
ら
馬
に
乗
せ
て
長
崎
奉
行

所
へ
送
り
届
け
、
そ
の
後
は
長
崎
奉
行
所
か
ら
責
任
を
も
っ
て
本
国
へ
帰
国
さ

せ
て
い
る
。
唐
船
と
誤
っ
て
朝
鮮
船
を
打
ち
払
っ
た
ら
、
そ
の
打
ち
払
っ
た
者

が
、
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
紙
面
の
関
係
で
、
享
保
三
年
二
月
十
五
日
に
六
連
嶋
で
初
見
し
た
唐
船

を
小
倉
に
集
結
し
た
三
領
四
ヶ
所
の
成
兵
に
よ
っ
て
撃
退
し
た
こ
と
を
翻
刻
し

た
。
こ
の
時
の
渡
遺
外
記
永
倫
の
見
分
は
、
山
口
県
文
書
館
の
豊
浦
藩
旧
記
肝

「
豊
浦
藩
嘗
記
第
八
十
七
冊
唐
船
打
梯
渡
遁
外
記
様
御
見
分
一
件
」
(
『
下
関

市
史
・
資
料
編
I
』
平
成
五
年
三
月
発
行
で
翻
刻
)
に
あ
る
。
外
記
の
見
分
は

引
き
続
き
二
月
廿
六
日
に
は
小
倉
(
豊
前
・
現
北
九
州
市
)
か
ら
若
松
(
筑
前
・

現
北
九
州
市
)
へ
、
廿
七
日
は
赤
間
関
(
現
下
関
市
)
へ
在
番
阿
部
半
右
衛
門

の
迎
え
で
移
動
、
廿
八
日
は
竹
子
嶋
(
現
下
関
市
)
、
廿
九
日
は
小
倉
へ
移
動
、

世
田
は
内
裏
(
豊
前
・
現
北
九
州
市
)
、
三
月
四
日
に
長
崎
へ
発
っ
て
い
る
。

な
お
、
翻
刻
に
当
た
っ
て
、
原
文
に
次
の
よ
う
な
操
作
を
加
え
た
。

(
凡
例
)

一
本
来
は
原
文
の
体
裁
に
従
っ
て
改
行
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、

現
行
で
は
詰
め
、
頁
の
終
わ
り
は
(
」
)
で
印
し
た
。

一
翻
刻
に
当
た
り
本
文
中
に
適
宜
句
読
点
(
、
)
と
並
列
点
(
・
)
を
付
し
た
。
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一
変
体
仮
名
(
江
、
而
、
者
、
茂
、
与
)
・
片
仮
名
(
ニ
・
ケ
)
等
は
、
原
文

で
は
小
さ
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
同
じ
大
き
さ
に
し
た
。

一
欠
字
、
平
出
は
原
文
通
り
と
せ
ず
、
前
の
文
字
・
行
に
続
け
た
。

一
地
名
・
人
物
名
等
は
紙
面
の
都
合
上
、
二
段
組
に
詰
め
た
も
の
も
あ
る
。

一
唐
船
追
払
い
の
「
一
手
之
備
」
船
隊
は
見
聞
き
・
横
広
で
表
記
し
て
あ
る
も

の
を
入
れ
き
っ
た
。

懸
唐
船
出
帆
仕
候
付
而
、
段
々
船
を
進
追
打
」
候
処
、
帆
影
茂
不
相
見

様
ニ
罷
成
候
、
依
之
先
為
御
届
以
飛
札
申
上
候
、
夜
中
海
上
遠
見
難
相

成
御
座
候
間
敷
、
明
朝
茂
弥
帆
影
不
相
見
候
哉
、
見
分
申
付
以
使
者
御

届
可
申
上
候
、
私
儀
赤
間
関
差
出
置
、
右
之
趣
早
速
可
申
上
之
由
申
付

候
付
而
如
是
御
座
候
、
」
恐
慢
謹
言

益
田
織
部

一
異
体
字
「
舵
」
は
「
船
」
、
「
吏
」
は
「
事
」
、
繰
り
返
し
「
ミ
」
は
「
々
」

「
々
々
」
(
二
字
分
)
と
し
た
。

(
本
文
)

毛
利
家
文
庫
却
防
冠
叩
享
保
三
、
四
唐
船
打
梯
其
外
事

事
保
三
成
同
四
年
唐
船
打
梯
其
外
事
」
」

成
二
月
十
五
日
之
夜
、
於
御
三
領
沖
唐
船
打
掛
候
次
第

但
此
時
之
打
梯
渡
遺
外
記
殿
御
見
分
有
之
候
事

一
二
月
十
五
日
暮
時
分
占
御
三
領
四
ヶ
所
之
船
一
同
ニ
小
倉
之
湊
を
出
シ
沖
相

罷
出
、
五
ツ
時
分
六
連
嶋
之
遺
占
鉄
旭
打
初
候
へ
者
、
」
唐
船
碇
を
取
出
帆

仕
ニ
付
而
、
段
々
船
を
進
め
鉄
焔
打
懸
白
嶋
を
限
一
一
追
棟
、
八
ツ
時
分
四
ヶ

所
之
船
一
同
ニ
漕
戻
、
物
頭
中
渡
選
外
記
殿
江
為
御
届
小
倉
罷
越
候
、
外
記

殿
御
見
分
沖
相
御
出
付
而
、
御
帰
を
相
待
候
事

一
鉄
砲
打
初
、
此
御
方
其
次
長
府
・
小
倉
・
筑
前
与
段
々
打
申
候
事

右
之
通
唐
船
打
梯
相
演
候
付
町
、
渡
漫
外
記
殿
江
者
於
小
倉
御
届
相
成
候
、

益
田
織
部
占
於
長
崎
日
下
部
丹
波
守
殿
へ
御
届
仕
候
、

E
又
殿
様
御
在
府

ニ
付
而
江
戸
江
茂
赤
間
関
占
飛
脚
を
以
申
上
、
尤
萩
江
茂
令
注
進
候
事
」

一
筆
致
啓
上
候
、
筑
前
・
小
倉
・
長
門
三
領
沖
漂
流
之
唐
船
追
梯
之
儀
、

於
江
戸
如
被
仰
出
候
、
鉄
地
船
-
一
物
頭
相
添
今
十
五
日
之
夜
、
筑
前
・

小
倉
・
首
領
井
毛
利
右
京
四
ヶ
所
之
船
一
同
ニ
沖
相
差
出
、
鉄
焔
を
打

一
一
月
十
五
日

日
下
部
丹
波
守
様参

入
々
御
中

織
部
占
江
戸
江
之
書
状
」

一
筆
致
啓
達
候
、
唐
船
追
排
之
儀
此
問
申
合
置
今
十
五
日
之
夜
、
御
三

領
四
ヶ
所
之
船
一
列
沖
相
罷
出
鉄
胞
を
打
懸
候
へ
者
、
唐
船
追
帆
仕
候

付
、
段
々
舟
を
進
め
追
打
帆
影
不
相
見
様
罷
成
候
、
依
之
四
ヶ
所
之
船

同
時
二
引
取
物
頭
中
小
倉
罷
越
、
渡
謹
外
記
殿
へ
」
一
同
御
届
仕
候
、

其
上
拙
者
占
茂
粟
匡
弥
九
郎
を
以
御
届
申
入
、

E
文
長
崎
御
奉
行
日
下

部
丹
波
守
殿
江
茂
早
速
之
御
届
以
飛
札
申
入
候
、
夜
中
之
儀
ニ
候
へ
者

海
上
遠
見
不
分
明
候
得
共
、
先
早
速
之
御
注
進
為
可
申
上
如
是
御
座
候
、

猶
又
夜
明
候
て
弥
唐
船
」
帆
影
茂
不
相
見
候
哉
、
海
上
見
分
之
上
到
明

朝
御
注
進
可
仕
候
、
右
之
趣
被
達
御
聞
候
様
一
一
与
存
候
、
恐
憧
謹
言

益

織

部

一
一
月
十
五
日

猶
々
佐
々
木
舎
人
を
初
被
差
出
候
御
人
数
、
長
府
衆
一
同
は
へ
泊
迄
罷

出
追
払
之
節
者
、
六
連
嶋
・
竹
子
嶋
之
間
ニ
長
府
此
御
方
之
船
左
右
-
一

別
れ
、
一
面
ニ
漕
出
数
多
之
挑
灯
を
揚
後
詰
之
備
を
立
、
沖
相
へ
押
か
』

り
御
三
一
領
共
-
一
山
々
ニ
ハ
聾
を
焼
、
諸
事
御
三
領
之
手
合
致
一
決
、
就
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中
長
府
此
御
方
之
儀
御
一
致
ニ
」
申
談
、
一
通
り
之
追
払
相
演
申
候
、

拙
者
儀
茂
沖
相
見
え
か
〉
り
之
所
迄
罷
出
万
端
其
沙
汰
仕
候
、
以
上

毛

筑

後

様

山
縫
殿
様
」

一
江
戸
江
織
部
占
申
達
候
者
、
江
戸
・
長
崎
江
之
御
届
之
次
第
渡
遣
外
記
殿
於

小
倉
、
遠
江
守
殿
御
封
談
-
一
而
御
治
定
有
之
儀
候
問
、
御
三
領
共
-
一
無
相
違

御
一
致
ニ
御
届
被
成
候
様
-
一
と
の
儀
、
外
記
殿
用
人
占
相
侍
其
旨
趣
相
極
候

上
者
、
早
速
通
達
可
仕
之
由
候
、
何
方
様
茂
江
戸
・
長
崎
江
之
」
御
注
進
致

延
引
極
次
第
、
即
時
松
田
甚
五
郎
江
小
倉
衆
申
聞
せ
候
手
筈
-
一
仕
置
、
折
角

其
到
来
相
待
罷
在
候
へ
共
、
昨
日
今
日
迄
茂
到
来
未
申
越
候
御
届
之
儀
者
、

御
三
領
御
一
同
之
儀
一
一
御
座
候
へ
共
、
昨
朝
未
明
早
速
之
御
注
進
を
以
後
飛

脚
延
引
之
段
、
無
御
心
元
可
被
思
百
候
条
、
右
之
訳
早
々
可
申
進
候
慮
、
」

昨
日
外
記
殿
へ
打
払
相
済
候
為
御
届
小
倉
罷
越
候
へ
ハ
、
罷
帰
候
時
分
川
口

湖
無
之
彼
地
出
船
不
相
成
、
漸
夜
ニ
入
出
船
仕
候
へ
共
向
潮
-
一
市
遅
滞
之
内
、

俄
ニ
大
風
大
雨
ニ
而
夜
中
関
着
不
相
成
、
漸
今
朝
致
帰
着
候
付
而
、
是
又
延

引
罷
成
候
、
二
月
十
七
日
江
戸
江
申
達
候
事
」

江
戸
江
差
上
せ
候
付
立
左
ニ
記
之

一
一
月
十
五
日
晴
天
朝
占
風
棒
、
昼
過
占
段
々
海
上
穏
-
一
罷
成
候
事

一
三
領
申
合
出
船
之
用
意
相
調
、
暮
時
御
書
付
之
通
鯨
船
恰
好
之
船
筒
役
両
人

つ
〉
乗
せ
、
一
領
占
拾
鰻
つ
〉
差
出
、
小
倉
湊
口
占
一
所
-
一
乗
出
候
事
」

一
長
門
領
大
六
連
嶋
遺
・
小
倉
領
馬
嶋
遺
・
筑
前
領
若
松
沖
唐
船
漂
流
、
其
節

右
鉄
地
船
御
書
付
之
趣
之
通
、
三
ヶ
領
申
合
段
々
打
立
候
事

一
唐
船
驚
候
林
ニ
而
白
嶋
沖
江
退
散
申
候
事

一
弐
拾
目
・
三
拾
目
之
大
簡
取
交
打
払
候
事

一
五
拾
目
之
筒
最
初
一
度
打
放
候
事
」
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一
唐
船
少
茂
手
向
之
様
子
無
之
候
事

一
小
倉
湊
口
占
馬
嶋
遼
迄
二
里
程
茂
有
之
候

一
馬
嶋
占
白
嶋
江
者
四
里
程
茂
有
之
候

一
唐
船
退
鉄
地
船
湊
口
へ
十
六
日
辰
ノ
上
刻
、
川
口
引
取
候
事

以
上
」

一
右
之
通
唐
船
打
榔
御
届
之
儀
、
織
部
占
江
戸
・
長
崎
御
届
仕
候
得
共
、
猶
又

萩
ro茂
御
届
仕
候
事

一
筆
致
啓
上
候
、
筑
前
・
小
倉
・
長
門
三
領
沖
漂
流
之
唐
船
追
払
之
儀
、

旧
猫
於
江
戸
如
被
仰
出
候
鉄
地
船
-
一
物
頭
相
添
、
去
ル
十
五
日
之
夜
、

筑
前
・
小
倉
・
」
首
領
井
毛
利
右
京
四
ヶ
所
之
船
一
同
-
一
沖
相
差
出
、

鉄
焔
を
打
追
払
候
慮
、
唐
船
出
帆
仕
候
付
市
段
々
船
を
進
追
打
、
帆
影

茂
不
相
見
様
罷
成
候
、
兼
而
申
上
候
様
一
一
益
田
織
部
与
申
者
、
赤
間
関

差
出
置
候
付
而
、
早
速
可
遂
御
注
進
奉
存
候
、
右
追
梯
仕
候
儀
」
夜
中

之
事
ニ
御
座
候
故
、
海
上
追
々
見
分
申
付
相
替
儀
茂
御
座
候
者
、
猶
又

遂
御
注
進
織
部
占
茂
可
申
上
候
得
共
、
先
右
之
段
為
可
申
上
如
是
御
座

候
、
恐
憧
謹
言

桂

三
郎
左
衛
門

二
月
十
七
日

完毛浦
戸利

図
書

大
蔵

主
計
」

日
下
部
丹
波
守
様

参
人
々
音
中

帆
影
茂
不
相
見
様
ニ
罷
成
候
、
右
之
段
為
可
申
上
候
」

北
篠
安
房
守
様
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昇
五
拾
目
筒
弐
挺
」

打
梯
一
手
」

神
保
八
郎
左
衛
門

出
羽
源
八

飯
田
与
一
左
衛
門

鯨
船

鯨
船

鯨
船

鯨
船

鯨
船

鯨
船

鯨鯨
船

鯨
船

鯨
船

猟
船

下
横
目

下
横
目
弐
人

鑓
持

単
履
取

猟
船

下
横
目

手
付
足
軽
弐
人

鑓
持

単
履
取

猟
船

足
軽

手
付
足
軽
弐
人

鑓
持

単
履
取

猟
船

足
軽

此
船
山
崎
九
兵
衛

乗
組
被
仰
付
郡
司

権
助
弟
子
壱
人

乗
せ
組
候
事
」

猟
船

足
軽

三
拾
日
筒
壱
挺

弐
拾
目
筒
壱
挺

拾

匁

筒

壱

挺

拾

匁

筒

弐

挺

拾

匁

筒

弐

挺

拾

匁

筒

弐

挺

拾

匁

筒

弐

挺

郡
司
権
助

足
軽
壱
人

足
軽
弐
人

足
軽
弐
人

足
軽
弐
人

足
軽
弐
人

拾

匁

筒

弐

挺

拾

匁

筒

弐

拾

匁

筒

弐

挺

拾

匁

筒

弐

挺

拾

匁

筒

壱

挺

弐
拾
目
筒
壱
挺

三
拾
目
筒
壱
挺

足
軽
弐
人

足
軽
弐
人

足
軽
弐
人

足
軽
弐
人

足
軽
壱
人

郡
司
権
兵
衛
」



大
筒

覚 場
所
付
立

招
又
程
付
等
外
記
殿
江
差

百五出
目百候

目相

一
大
筒
場
二
ヶ
所

壱
貫
目

三
百
目
」

五
百
目

百
目

右
六
連
嶋

一
大
筒
場
四
ヶ
所

右
之
通
用
意
仕
候
、
以
上

程
付長

門
長
門
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長
門

血
E
A削…

血
[
笠
間
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藍
嶋

竹
子
嶋
江

赤
間
関
占
壱
里
半

六
連
嶋
へ

赤
間
関
占
三
里

竹
子
山
鳥
占
壱
里
半
」

蓋
井
嶋
江

赤
間
関
占
七
里

竹
子
嶋
占
五
里
半

倉赤
間
関
占
三
一
里
」

竹
子
嶋
占
弐
里

小
六
連
嶋

赤
間
関
占
三
里

三
百
目
」

百
目

五
百
目

百
日

三
百
目

右
竹
子
嶋

一
一
月
十
日

御
名
松
田
甚
五
郎
」

竹
子
嶋
占
壱
里
半

赤
間
関

5
五
里

竹
子
嶋
占
三
里
半

白
嶋赤

間
関
占
七
里

竹
子
嶋
占
五
里
半
」

若
松赤

間
関
占
五
里

涌
田赤

間
関
占
六
里

竹
子
嶋
占
四
里
半
」

山
か
の
御
崎

赤
間
関
占
七
里

竹
子
嶋
占
五
里
半

以
上

松
平
民
部
大
輔
家
来
、
赤
間
関
差
出
候
人
数
井
船
数
覚
」

従
者
共
-
一
拾
六
人

飯
田
与
一
左
衛
門

従
者
共
一
一
拾
六
人

内
藤
権
太
夫

従
者
共
-
一
拾
六
人
」

羽
仁
右
衛
門

従
者
共
-
一
拾
六
人

小
幡
茂
右
衛
門

従
者
共
ニ
拾
六
人

諌
早
清
左
衛
門

従
者
共
一
一
拾
六
人

家
老益

田
織
部

従
者
共
-
一
百
十
人

侍
大
将

佐
々
木
舎
人

従
者
共
ニ
六
拾
五
人

同
組
頭
」

祖
式
又
右
衛
門

従
者
共
一
一
弐
拾
壱
人

河
野
太
郎
兵
衛

従
者
共
ニ
弐
拾
壱
人

目
附神

保
八
郎
左
衛
門

従
者
共
-
一
拾
六
人
」

使
番粟

屋
弥
九
郎

従
者
共
-
一
弐
拾
壱
人

刺
賀
佐
左
衛
門

従
者
共
一
一
弐
拾
壱
人

松
田
甚
五
郎

従
者
共
ニ
弐
拾
壱
人
」

物
頭出

羽
源
八

平
侍
」二

宮
太
郎
右
衛
門

従
者
共
ニ
拾
八
人

粟
屋
縫
殿

従
者
共
ニ
拾
八
人

京
賀
八
郎
右
衛
門

従
者
共
一
一
拾
七
人

宮
木
七
内
」

従
者
共
-
一
拾
七
人

佐
久
間
新
兵
衛

従
者
共
ニ
拾
人

兼
重
藤
右
衛
門



足
軽
中
間
百
五
拾
人
」

以
上
八
百
三
壱
拾
三
人

大

船

頭

弐

人

中

船

頭

五

人

小
船
頭
拾
七
人
」

組

頭

通

一

以

上

弐

拾

四

人

従

者

共

ニ

八

拾

三

人

阿

部

半

左

衛

門

…

水

主

千

三

百

拾

人

従
者
共
-
一
弐
拾
六
人
一
都
合
人
数
弐
千
弐
百
弐
拾
六
人
」

一

関

船

拾

弐

艇

二

橋

船

五

般

一

通

ひ

船

弐

拾

五

般

二

荷

船

大

小

拾

弐

般

一

鯨

船

拾

綬

二

猟

船

三

十

壱

般

」

一

小

早

十

三

般

一

以

上

百

八

腔

右
人
数
・
船
数
如
是
御
座
候
、
以
上

二
月
十
四
日
松
平
民
部
大
輔
家
来
松
田
甚
五
郎

松
平
民
部
大
輔
家
来
小
倉
川
口
江
差
出
候
人
数
井
船
数
覚
」

下

目

付

」

弐

人

船

頭

役

三

人

一
但
此
内
中
船
頭
壱
人
沖
相
罷
出
候
、
小

一
船
頭
弐
人
ハ
小
倉
川
口
迄
罷
越
候
」

文

家

来

七

拾

弐

人

此
内
拾
七
人
沖
相
百
連
候

水

主

三

百

四

拾

弐

人

此
内
百
八
拾
八
人
沖
相
出
候
」

以
上
人
数
四
百
五
拾
三
人

内
弐
百
四
拾
弐
人
沖
相
罷
出
候
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従
者
共
ニ
拾
人

井
上
孫
兵
衛

従
者
共
-
一
拾
人
」

河
北
孫
左
衛
門

従
者
共
-
一
拾
人

武
藤
甚
右
衛
門

従
者
共
ニ
八
人

粟
屋
勘
介

従
者
共
ニ
八
人

内
藤
与
左
衛
門
」

従
者
共
ニ
八
人

生
田
権
右
衛
門

従
者
共
ニ
八
人

内
藤
市
郎
左
衛
門

従
者
共
ニ
八
人

粟
屋
平
右
衛
門

従
者
共
ニ
八
人
」

山
鯨
市
左
衛
門

従
者
共
ニ
八
人

上
村
彦
右
衛
門

従
者
共
ニ
八
人

大
筒
打

山
勝
吉
左
衛
門

従
者
共
二
ハ
人
」

湯
浅
三
右
衛
門

従
者
共
-
ニ
ハ
人

中
村
新
右
衛
門

従
者
共
三
ハ
人

三
輪
市
郎
左
衛
門

従
者
共
六
人

山
崎
九
兵
衛

従
者
共
六
人
」

中
村
伊
右
衛
門

従
者
共
三
ハ
人

郡
司
権
助

従
者
共
-
二
ハ
人

郡
司
権
兵
衛

従
者
共
ニ
四
人

郡
司
貞
八
」

従
者
共
ニ
四
人

火
矢
打

岡
貞
右
衛
門

従
者
共
ニ
四
人

目
附神

保
八
郎
左
衛
門

物
頭出

羽
源
八

組
足
軽
五
人

飯
田
与
一
左
衛
門

組
足
軽
五
人
」

大
簡
抱
打
之
者

同
足
軽

陸
自
附

松
尾
徳
隣

従
者
共
ニ
八
人

中
間
頭
」

林
彦
右
衛
門

従
者
共
ニ
七
人

儒
者草

場
兵
蔵

従
者
共
ニ
七
人
」

曹
師半

井
古
仙

従
者
共
ニ
拾
五
人

外
科

四
人

十
六
人

壱
人



享保三・西唐鉛打椀其外事

一
通
ひ
船
壱
般

一
鯨
船
拾
般

一
猟
船
五
般

右
沖
相
へ
茂
差
出
候

右
人
数
・
船
数
如
是
御
座
候
、
以
上

二
月
十
四
日
松
平
民
部
大
輔
家
来
松
田
甚
五
郎
」

一
二
月
十
六
日
暮
時
分
、
渡
遣
外
記
殿
用
人
占
松
田
甚
五
郎
江
御
用
有
之
候
-
一

市
罷
出
候
様
ニ
与
申
来
、
御
旅
宿
罷
越
候
慮
、
筑
前
之
御
付
使
者
来
嶋
治
兵

衛
・
長
府
之
御
付
使
者
粟
屋
八
郎
兵
衛
・
甚
五
郎
三
人
一
同
外
記
殿
へ
御
相

封
被
仰
聞
候
趣

昨
夜
唐
船
打
梯
被
仰
付
候
得
共
、
」
今
日
白
嶋
表
洋
中
ニ
帆
影
相
見
申

候
由
候
、
追
払
瑚
候
間
又
近
寄
申
事
茂
可
有
之
候
、
筑
前
領
間
近
ク
候

問
、
筑
前
領
占
大
筒
を
以
払
可
申
候
、
長
府
領
・
蓋
井
嶋
占
茂
洋
中
帆

影
見
え
候
迄
ハ
、
大
筒
目
嘗
乗
せ
不
申
一
日
三
度
充
程
も
放
候
者
、
」

弥
遠
さ
か
り
可
申
候
問
、
蓋
井
嶋
占
も
昼
之
内
打
せ
可
申
候
、
畢
責
ひ
〉

き
の
た
め
候
間
本
玉
込
-
一
而
無
之
打
せ
可
申
候
、
尤
往
来
之
廻
船
ニ
支

り
不
申
様
-
一
と
の
儀
者
不
及
申
と
の
御
事
候

一
六
連
嶋
之
儀
、
い
か
』
可
仕
哉
与
粟
屋
」
八
郎
兵
衛
相
伺
候
処
、
六
連

嶋
者
内
之
事
候
、
唐
船
外
へ
追
出
候
付
不
及
夫
之
由
被
仰
候
事

一
各
外
記
殿
前
を
退
何
廉
申
相
候
内
、
長
府
半
野
半
右
衛
門
罷
出
候
而
、

右
之
趣
承
用
人
、
服
部
伴
右
衛
門
江
申
達
候
ハ
、
風
並
ニ
依
り
六
連
嶋

近
ク
相
見
江
」
候
ハ
¥
彼
嶋
占
茂
打
せ
可
申
哉
と
申
候
へ
ハ
、
太
概

唐
船
遠
さ
か
り
申
為
候
、
外
記
ハ
所
無
案
内
之
事
候
問
、
蓋
井
嶋
・
六

連
嶋
占
御
打
せ
候
て
茂
、
同
し
道
理
ニ
候
と
申
候
、
本
以
玉
込
不
申
打

せ
候
様
ニ
と
重
畳
申
之
由
候
事
」

一
関
船
弐
鰻
」

一
通
ひ
船
弐
般

一
猟
船
六
般

右
小
倉
川
口
迄
差
越
置
候
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右
之
通
松
田
甚
五
郎
占
申
越
、
長
府
御
家
老
桂
縫
殿
茂
翌
日
知
せ
越
、
大
筒

打
せ
様
之
儀
を
茂
申
談
候
、
然
、
者
蓋
井
嶋
六
連
嶋
・
竹
子
嶋
一
ニ
ヶ
所
之
内
、

蓋
井
ハ
常
々
唐
船
漂
流
之
方
角
ニ
而
も
無
之
、
兼
而
ハ
大
筒
打
申
儀
有
之
間

敷
所
与
相
見
候
付
、
此
御
方
之
大
筒
場
を
ハ
、
六
連
」
嶋
三
一
ヶ
所
、
竹
子

嶋
ニ
四
ヶ
所
、
両
嶋
ニ
申
付
、
大
筒
打
を
茂
出
置
候
付
而
、
六
連
嶋
大
筒
打

江
右
之
段
被
申
遣
候
、
尤
見
合
と
し
て
佐
々
木
舎
人
組
之
内
壱
人
充
差
添
遣

置
見
合
申
付
候
事

一
同
十
七
日
之
朝
、
竹
子
嶋
後
江
唐
船
弐
般
」
六
連
嶋
へ
壱
般
着
、
其
外
小
六

連
・
白
嶋
遺
-
一
八
般
程
相
見
申
候
由
見
分
仕
候
事

一
同
日
外
記
殿
占
書
付
を
以
左
之
通
被
仰
渡
候

御
三
領
之
内
へ
亦
々
唐
船
漂
流
候
、
被
仰
合
今
度
之
仕
方
ニ
打
梯
可
申

事
ニ
候

一
追
払
候
唐
船
之
儀
、
帆
影
見
候
内
者
、
」
若
蓋
井
嶋
之
濯
占
鉄
焔
音
聞

可
申
候
ハ
¥
唐
船
近
寄
候
様
子
之
節
、
日
和
見
合
四
五
日
之
内
ハ
折
々

鉄
焔
打
せ
可
然
候
事

一
同
晩
又
々
外
記
殿
占
来
嶋
治
兵
衛
・
半
野
半
右
衛
門
被
召
呼
被
仰
聞
候
ハ
、

蓋
井
嶋
・
六
連
嶋
大
筒
放
候
様
ニ
と
の
」
儀
、
先
達
而
被
仰
渡
候
へ
共
、
昨

今
之
風
波
烈
敷
候
故
、
唐
船
白
嶋
沖
・
六
連
嶋
沖
晴
雄
一
一
相
見
候
由
、
此
間
打

払
候
唐
船
ニ
而
候
哉
、
外
之
唐
船
一
一
而
候
哉
、
此
風
ニ
而
者
無
是
非
漂
来
可

仕
候
、
大
形
者
新
来
之
唐
船
-
一
而
可
有
之
哉
と
思
召
候
、
左
候
へ
者
此
時
節

大
筒
放
懸
候
て
者
、
お
と
し
之
様
-
こ
可
存
候
問
、
出
帆
之
体
-
一
見
懸
洋
中

迄
茂
遠
さ
か
り
申
候
節
、
放
懸
可
申
之
由
被
仰
渡
候
付
而
、
半
野
半
右
衛
門

申
候
ハ
奉
得
其
旨
候
、
此
通
之
風
波
-
一
御
座
候
へ
ハ
、
只
今
放
懸
候
而
者
中
々

出
帆
仕
間
敷
候
、
出
帆
之
駄
-
一
御
座
候
、
其
節
奉
伺
ニ
不
及
放
懸
可
申
与
申

上
候
へ
者
、
兎
角
遠
さ
」
か
り
候
節
見
合
放
懸
候
様
ニ
と
の
御
事
、
右
桂
縫



殿
占
織
部
方
江
知
せ
越
候
付
而
、
六
連
嶋
大
筒
打
江
令
其
沙
汰
候
、
右
之
両

燦
者
来
嶋
治
兵
衛
・
半
野
半
右
衛
門
両
人
計
江
被
仰
聞
、
松
田
甚
五
郎
江
者

御
物
音
無
之
-
一
付
、
甚
五
郎
占
用
人
江
右
之
段
品
能
申
入
、
外
記
殿
-
一
茂
御

聞
」
尤
之
儀
与
候
て
、
右
之
書
付
用
人
占
相
渡
候
、
外
記
殿
用
人
な
と
茂
心

得
違
ニ
而
、
右
之
通
と
相
聞
候

一
同
日
暮
時
分
小
倉
占
赤
間
関
へ
飛
船
到
来
、
松
田
甚
五
郎
申
越
候
趣

只
今
渋
田
見
舎
人
占
相
談
与
し
而
、
彼
御
家
来
青
柳
弥
三
右
衛
門
・
西

田
」
庄
三
郎
井
沖
相
罷
出
候
、
物
頭
両
人
筑
前
之
来
嶋
治
兵
衛
・
半
野

半
右
衛
門
・
粟
屋
八
郎
兵
衛
・
甚
五
郎
一
座
ニ
市
弥
三
右
衛
門
申
出
候
、

唐
船
之
趣
退
散
仕
ニ
て
茂
無
之
気
之
毒
存
候
、
先
夜
之
通
、
又
々
打
払

仕
可
然
之
由
相
談
相
極
、
は
へ
泊
迄
」
御
三
領
之
打
方
役
人
致
集
舎
申

談
筈
ニ
候
問
、
出
羽
源
八
・
飯
田
与
一
左
衛
門
儀
、
早
々
差
出
候
様
ニ

と
の
事
(
同
列
一
つ
書
六
条
略
)

右
之
通
申
来
候
付
而
、
早
速
出
羽
源
八
・
飯
田
与
一
左
衛
門
、
尤
神
保
八
郎

左
衛
門
鉄
焔
打
船
共
-
一
は
へ
泊
迄
差
出
、
彼
地
ニ
而
い
つ
れ
も
集
舎
申
談
、

同
夜
四
時
分
藍
嶋
沖
江
罷
出
、
唐
船
者
不
相
見
候
へ
共
、
鉄
焔
を
打
せ
」
八

ツ
時
分
は
へ
泊
迄
罷
帰
候
事
(
但
書
略
)

(
同
廿
、
廿
一
、
廿
二
日
の
唐
船
動
向
一
書
、
略
)

一
唐
船
之
趣
、
江
戸
・
長
崎
へ
御
注
進
之
儀
、
御
三
領
抜
々
ニ
市
間
違
有
之
候

而
ハ
如
何
敷
儀
候
而
、
遠
江
守
殿
占
御
注
進
之
趣
」
相
極
候
上
、
青
柳
弥
三

右
衛
門
・
西
田
正
三
郎
占
早
速
可
相
知
候
問
、
其
上
-
一
而
御
一
同
ニ
御
届
被

成
、
可
然
之
由
右
両
人
申
候
問
、
無
緩
承
合
極
次
第
可
申
越
候
由
、
神
五
郎

占
申
越
候
、
十
六
日
以
後
者
何
方
占
茂
一
切
御
居
者
被
差
拍
候
事
」

(
な
か
む
ら
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む
つ
み
)
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